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議 会 運 営 委 員 会 理 事 会 記 録 

日   時 令和５年６月２日（金）  午前９時１２分 ～午前９時１８分 

場   所 第３・４委員会室 

出 席 理 事 

（６名） 

理  事  吉 田  あ い   理  事  岩 田  いくま 

理  事  山 田  耕 平   理  事  ひわき    岳 

理  事  川原口  宏 之   理  事  安 斉  あきら 

欠 席 理 事  （なし） 

理事以外の

出 席 議 員  

副 議 長  渡 辺  富士雄 

出席理事者 （なし）  

事務局職員 事 務 局 長 喜多川 和 美 事 務 局 次 長 村 野 貴 弘 

 庶 務 係 長 久保井 悦 代 議 事 係 長 蓑 輪 悦 男 

 担 当 書 記 出 口 克 己   
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（午前 ９時１２分 開会） 

吉田理事 これより議会運営委員会理事会を開会いたします。 

 

《定例会の追加提案事項について》 

吉田理事 初めに、定例会の追加提案事項について、事務局から説明をお願いします。 

議会事務局次長 資料１を御覧ください。区長から契約案件５件が提出される予定です。

この後開催の議会運営委員会で理事者から説明がある予定でございます。 

 なお、除斥対象の案件がないかどうか、この後議運終了後に議案が配付される予定と

なっていますので、漏れのないよう、各議員に確認をお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会で理事者から説明

があります。 

 なお、除斥についてですが、各自で御確認いただき、除斥の対象となっている議案が

あった場合は議長へお申出いただきますよう、各会派の議員にお伝えください。非交渉

会派については事務局から説明をお願いいたします。 

 

《定例会の日程について》 

吉田理事 次に、定例会の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

議会事務局次長 資料２を御覧ください。区長提出の追加議案に係る日程の追加でござい

ます。追加日程は網かけ部分でございます。 

 この後、午前９時30分から議会運営委員会を開催。当初日程の本会議中日に当たる６

月５日月曜午前10時からの本会議において、当初提案と併せて追加議案の議案上程、委

員会付託。 

 以上日程の追加を提案させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会に諮ることといた

します。 
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《各種審議会委員等候補者の推薦について》 

吉田理事 次に、各種審議会委員等候補者の推薦について、事務局から説明をお願いいた

します。 

議会事務局次長 資料３を御覧ください。先日の議運理事会において、東京都後期高齢者

医療広域連合議会議員候補者と各種審議会委員を兼ねている議員について、各種審議会

委員を変更することで合意されました。その後、当該会派から委員変更の申出があった

ため、新たに推薦するものでございます。変更部分は網かけ部分でございます。この内

容で本日付で区長へ回答を予定しております。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件についてはよろしくお願いいたします。 

 

《特別区議会議長会の要望事項について》 

吉田理事 次に、特別区議会議長会の要望事項について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

議会事務局次長 資料４を御覧ください。各会派から提出いただいた要望事項でございま

す。 

 昨年度までの進め方は、議運理事会で協議し、全会派一致の要望事項について提出を

していました。先日、議運理事会において説明したとおり、これらの要望事項について

は議長会のほうで選択の基準、視点が示されています。特別区議会議長会が独自に行う

国への要望は、23区政に共通する大都市特有の行政課題のうち、国の施策及び予算に関

する緊急かつ重要な事項であること。特別区議会議長会が独自に行う東京都への要望は、

各区議会において課題、懸案となっているもので、23区政に共通する大都市特有の行政

課題のうち、東京都の施策及び予算に関する緊急かつ重要な事項であること。全国市議

会議長会を通じて行う要望は、区政における全国的な共通課題であること。要望事項に

ついて、協議のほどよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 それでは、提出された会派から、要望内容について何か補足があるようでした

らば簡潔にお願いいたします。 

山田理事 簡潔になんですけれども、国保についての要望を２点、国と都に出しました。

これについては、実は特別区長会から国、都に出されている内容とほぼ同じものになっ
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ています。ということで、ぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

ひわき理事 簡潔に。立憲からは３点です。教員不足が全国的に問題となっていて、杉並

区も含めて課題であると認識しています。教員の採用が困難になっているということも

含めて、その予算措置を求めるもの。それからもう１点、保育士や介護士などの処遇改

善のための予算措置、これは２つとも国に対してです。もう一つは都市計画道路、都内

各地で住民との対立みたいなことも起きていますので、ここは住民意見を取り入れて見

直しというか、住民合意を図るように都に求めるという、そういった内容です。 

吉田理事 各会派の説明は以上ですが、質問等はございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件は次回以降も引き続き協議してまいります。 

 なお、理事会での全会一致の要望を提出することとなりますので、各会派持ち帰りの

上、提出されている要望について意見をまとめておいていただくようにお願いいたしま

す。 

 日程は以上ですが、ほかに何かございますか。――なければ、議会運営委員会理事会

を閉会いたします。 

（午前 ９時１８分 閉会） 

 

 

 


